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 一般社団法人 交通工学研究会 組織規程  
 

第 1 章 総則 
 

（目的） 

第 １ 条 この規程は、一般社団法人交通工学研究会定款（以下「定款」という。）第 35 条第１項の規定に基づいて設

置する委員会（以下「委員会」という。）及び定款第 42 条第１項の規定に基づいて設置する事務局の組織・職

制及び事務の分掌を定めることを目的とする。 

 

第 2 章 委員会 
（委員会） 

第 ２ 条 委員会は、次のとおりとする。 

一 総務委員会 

二 経理委員会 

三 編集委員会 

四 研究委員会 

五 出版委員会 

六 事業委員会 

七 資格委員会 

２ 委員会は、一般社団法人交通工学研究会（以下「本会」という。）の会務の運営に関し会長から付託された事

項について、検討を行うものとする。 
（委員会の職制） 

第 3 条 委員会には、定款第35条第２項の規定に基づいて委員長、委員及び幹事を置き、会長が理事会の議決を経

てこれを委嘱する。 

２ 委員会は、３５人以内をもって組織する。 
３ 委員会には、「技術顧問」を兼ねた委員を置くことができる。 
４ 委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、委員会を代表し、会務を総括する。 
５ 委員長は、委員会の会務の運営方法について必要な事項を定めることができる。 
６ 委員長に事故あるときは、委員長が委員会の委員の中からあらかじめ副委員長として指名した者がその職務

を代行する。 
７ 委員会の幹事は、第６条第１項に規定する委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。 

（小委員会） 

第 4 条 委員会には、その区分に応じ、次の常設小委員会（常時設置する小委員会をいう。）を設置する。 

一 総務委員会 広報小委員会及び交通工学研究会論文賞・技術賞選考小委員会 

二 編集委員会 査読小委員会 

三 研究委員会 自主研究小委員会及び研究企画小委員会 

四 出版委員会 新規出版企画小委員会 

五 事業委員会 交通工学研究発表会審査小委員会 

２ 会長は、次の場合、理事会の議決を経て、設置の日から起算して２年を経過する日までに廃止する小委員会

（以下「時限小委員会」という。）を設置することができる。 
一 委員会の会務の円滑な運営のため必要があるとき。 

二 本会の事業を実施するため必要があるとき。 

３ 時限小委員会は、必要により、２年以内の期間を定めてあらためて理事会の議決を経た場合、２年を経過した

後においても継続して設置することを妨げない。 
４ 時限小委員会の名称は、実施事項を簡潔に表すものとし、委員長が付する。 

（小委員会の職制） 

第 5 条 小委員会には、小委員会委員長及び小委員会委員を置き、当該小委員会に係る委員会の委員長が指名し、

会長がこれを委嘱する。 

２ 小委員会は、２５人以内をもって組織する。 
３ 小委員会委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 小委員会委員長に事故あるときは、小委員会委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 

（委員会等の所掌事務） 

第 6 条 委員会及び小委員会（以下「委員会等」という。）の所掌事務は、別表のとおりとする。ただし、小委員会は、当

該小委員会に係る委員会の委員長が特に必要があると認めて会長の承認を受けたときは、その所掌事務に

属しない事項を実施することができる。 

 

２ 小委員会で実施すべき事項は、当該小委員会に係る委員会の委員長が会長の承認を受けたうえで、小委員
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会委員長に対し文書で通知するものとする。 
（委員会等の開催） 

第 ７ 条 委員会等は、毎事業年度に１回以上開催しなければならない。 

２ 委員会等は、委員長及び小委員会委員長（以下「委員長等」という。）が招集する。 
３ 委員会等は、委員長等が必要と認めたとき、又は委員会等の委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を

示して請求があったときに開催する。 
（委員会開催結果の報告） 

第 8 条 委員長は、毎事業年度に１回以上、委員会における検討結果を会長に報告しなければならない。 

２ 会長は、委員長から委員会の検討結果について報告を受けたときは、直近に開催される理事会にはからなけ

ればならない。 
（小委員会開催結果の報告） 

第 9 条 小委員会委員長は、毎事業年度に１回以上、小委員会における実施結果を委員長に報告しなければならな

い。 

２ 委員長は、小委員会委員長から実施結果について報告を受けたときは、速やかに会長に報告しなければな

らない。 
３ 会長は、委員長から小委員会における実施結果について報告を受けたときは、直近に開催される理事会に

はからなければならない。 
（連絡調整会議） 

第 10 条 総務委員会委員長は、本会の業務執行の総合調整及び連絡に関する事項を処理するため必要があるときは、

連絡調整会議を開催することができる。 

２ 連絡調整会議は、総務委員会委員長及び各委員会の委員長、並びに各委員会等の構成員の中から総務委

員会委員長が指名する者で構成する。 
３ 連絡調整会議の議長は、総務委員会委員長がこれに当たる。 
４ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。 

（庶務） 

第 11 条 委員会等及び連絡調整会議の庶務は、事務局において行う。 

 

第 3 章 事務局 
（事務局） 

第 12 条 事務局は、本会の事務を処理するものとする。 

２ 事務局は、委員長等の求めに応じ、委員会等及び連絡調整会議の運営を補佐し、並びに委員会等及び連

絡調整会議における決定事項に関する事務を処理する。 
（事務局の職制） 

第 13 条 事務局には、定款第 42 条第２項の規定に基づいて事務局長及び職員を置き、同条第３項の規定に基づいて

会長がこれを任免する。 

２ 事務局長は、会長の命を受けて、事務局を統轄する。 
３ 職員は、事務局長の命を受け、局務に従事する。 

（決裁） 

第 14 条 事務局長は、事務を処理するに当たり、重要事項については会長の決裁を受けなければならない。 

２ 会長の決裁を受けなければならない事項については、会長が別に定める。 
 

第 4 章 規程の変更 
第 15 条 この規程は、理事会における議決を経なければ変更することができない。 

 

第 5 章 雑則 
第 16 条 この規程に明文のない事項又は特別に処理を要する事項については、会長が理事会の議決を経た上で、別

に定める。 

 

付則 この規程は、平成 15 年 5 月 23 日から施行する。 

付則 この規程の変更は、平成 16 年 11 月 17 日から施行する。 

付則 この規程の変更は、平成 20 年 3 月 21 日から施行する。 

付則 この規程の変更は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 



 3

委員会等の所掌事務 
委員会等 
の種別 

委員会等の名称 所掌事務  

委 員 会  

 総務委員会 ○ 本会の活動全般の円滑な運営に関すること。 

○ 他の委員会の事務に属さないこと。 

 経 理 委 員 会  ○ 予 算 の執 行 状 況 の管 理 、収 支 予 算 書 、収 支 決 算 書

等の作成に係る事務に関すること。 

 編 集 委 員 会  ○ 機関誌「交通工学」刊行のための企画立案及び編集

作業に関すること。 

 研 究 委 員 会  ○ 自主研究及び受託・民間等共同研究に関すること。

 出版委員会 ○ 本会の出版事業に関すること。 

 事 業 委 員 会  ○ 交 通 工 学 研 究 発 表 会 、本 会 の主 催 する講 習 会 等 の

企画・運営に関すること。 

 資格委員会 ○ 道 路 交 通 技 術 資 格 認 定 制 度 に関 わる企 画 および運

営に関すること。 

小委員会 

 広 報 小 委 員 会  ○ 本会の広報に関すること。 

 交 通 工 学 研 究 会 論 文 賞  

・技 術 賞 選 考 小 委 員 会  

○ 論文賞及び技術賞の選考に関すること。 

 査 読 小 委 員 会  ○ 機 関 誌 「交 通 工 学 」への投 稿 論 文 の掲 載 の可 否 に

関すること。 

 自 主 研 究 小 委 員 会  ○ 本会の自主研究に関すること。 

 研 究 企 画 小 委 員 会  ○ 交 通 工 学 及 び交 通 技 術 の進 展 に寄 与 し、極 めて高

度な学識経験者、有識者を要する民間等も含めた受

託研究・助成研究の企画・実施に関すること 

 新 規 出 版 企 画 小 委 員 会  ○ 本会の新規出版に関すること。 

 交 通 工 学 研 究 発 表 会  

 審 査 小 委 員 会  

○ 交通工学研究発表会への投稿論文に係る応募要 領

に関 すること及 び投 稿 論 文 の査 読 ・採 否 に関 すること

並びに研究奨励賞の決定に関すること。 

 委 員 長 が付 したもの ○ 委 員 長 が会 長 の承 認 を受 けて指 示 した事 項 に関 す

ること。 

平成 20 年 3 月 21 日施行 
 

 


